
「北海道保健医療福祉計画」［改訂版］
の原案について
―総医協・特別委員会の最終報告―

副会長 赤 倉 昌 巳

１．はじめに

保健医療福祉計画は、５年ごとに見直されるこ
とになっている。平成１５年度がその節目の年に当
たるため、昨年６月より総合保健医療協議会（略
称、総医協）に特別委員会を設置して「北海道保
健医療福祉計画」［改訂版］を検討してきた。去る
２月７日に開催された委員会において、その原案
が示され、承認されたので報告したい。
この後は、北海道議会、総医協総会そして、北

海道医療審議会の承認を得て、本年３月中には厚
生労働省に提出された後、来る４月１日から新し
い医療計画としてスタートすることになってい
る。
平成１０年度の「保健医療福祉計画」策定以降、

社会福祉事業法の改正、「すこやか北海道２１」の策
定、医療法の改正などが行われた。さらに、平成
１５年度は、「北海道エンゼルプラン」の改訂、「北
海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計
画」の見直しの時期になっており、「北海道保健医
療福祉計画」の改訂は、それらをすべて包含した
膨大なものになっている。
紙面も限られており、ここでは、この計画で改

訂された二次医療圏域ごとの基準病床数（旧必要
病床数）および介護保険施設（特養、老健、療養
型）における必要入所見込数を中心に報告した
い。
２．策定作業の経過

昭和６３年度の医療法改正に基づいて、北海道で
は道民が健康で活力ある生活を送ることができる
地域社会を形成し、かつネットワークシステムを
目指すことを目的として、「北海道新長期総合計
画」の中の保健医療部門である「地域保健医療計
画」および「新社会福祉長期計画」を策定した。

その後、福祉ニーズは多様化の傾向を辿り、また
保健・医療・福祉の一体化も進展した。そこで、
平成１０年度には医療部門と福祉部門の個別計画を
統合した「保健医療福祉計画」を策定し、向こう
１０年間の基本的な指針を示した。
前回の策定から５年間を経過した本年、保健・

医療・福祉を取り巻く環境も大きく変化を来した
こと、また、医療法上の見直しの時期でもあった
ので、昨年６月から特別委員会で計画改訂へ向け
ての検討作業を開始した。
３．各圏域における基準病床数

この度の医療法の改正により、二次医療圏域に
おける病床の算定基準が次のように改定になっ
た。まず、従来の「必要病床数」から「基準病床
数」へと名称が変更になっている。
また、基準病床の算定方法において、入院率は

「都道府県入院率」と「全国基準率」の低い方を
採用することとしている。平均在院日数推移率と
して一律に０．９を乗じることとする。しかし、従
来は二次医療圏における流出患者分の１／３の病
床加算を認めていたが、これは廃止となってい
る。その他、病床利用率もすべて低くなってい
る。
上述の方法で算定された二次医療圏ごとの基準

病床の合計数は、特別の事情がある場合を除き、
増床することはできない。以上の事項を踏まえ
て、総医協の特別委員会で、２１の二次医療圏ごと
の基準病床数の算定作業を行った。
北海道医師会では、直ちに厚労省の示した計算

式を用いて基準病床数を試算したところ、２１すべ
ての医療圏で、しかも大幅なオーバーベッドにな
ることが判明した。これによって、直ちに既存病
床が削減されることを意味しないが、新規病床の
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申請などを始め、何らかの形で規制されることだ
けは確かである。本道は他都府県と比べて広大な
面積を有しており、医療の過疎地域や冬季間にお
ける交通の特殊事情を抱えているため、全国一律
による病床数の算定方法は、到底受け入れられる
ものではない。
そこで、総医協特別委員会において、基準病床

数を策定するにあたっては、入院患者数の算出に
は低い値の「全国基準率」ではなく、高い値の
「北海道入院率」を用いること、各圏域ごとに、
その７０％を確保することとした。また、病床受給
率の７０％未満の圏域では、７０％との差分を加算す
ることとし、その圏域の流出先から流出按分比に
当該圏域における加算数を乗じた数の減算などを
行って調整した。さらに、病床数の増減率につい
ては、平成１２年度国勢調査のものではなく、平成１４
年度住民基本台帳を用いて算出することとした。
その結果、すべての圏域でのオーバーベッドは

辛うじて避けることができ、しかも、北海道の基
準病床の増減率はマイナス１２．２％となり、これは
埼玉県と同率であり、全国的にもかけ離れた減少
率になることだけは避けられた。
なお、全道および各圏域における既存病床数、

基準病床数およびその増減率の詳細は別表１の通
りである。
４．介護保険施設の入所定員

介護保険施設の必要入所定員総数は、国の示す
参酌標準によって決められる。従来は、地域にお
ける６５歳以上の人口の３．４％を７５歳以上の割合で
補正し、特養、老健、療養型が８：７：５（１．３６％：
１．１９％：０．８５％）の割合で配置することを目標と
している。ところが、新しい国の参酌標準では、
６５歳以上の人口の３．２％とし、施設種類の割合は
６５歳以上の人口に対し１．５％：１．１％：０．６％にな
るように改訂されている。道の参酌標準に対する
考えは、国のものを踏襲している。なお、北海道
における現在の施設種類の割合は、概ね８．５：６：
５．５であり、参酌標準に比べて特養、療養型がや
や多く、老健がやや少ない。
また、各圏域ごとの介護サービス量の見込み

は、基本および作成指針を踏まえて市町村が見込
む量を積算したものを基礎としている。そして、

介護保険施設の種別ごとの必要入所定員総数は、
それぞれの圏域における介護サービス量の見込み
に対する利用率を勘案して算定することになって
いる。
平成１９年度の介護老人福祉施設（特養）および

介護老人保健施設（老健）の必要入所定員総数
は、平成１９年度利用者見込数（人）÷定員に対す
る利用率（％）で算定する。ただし、平成１４年度
と平成１９年度の見込数を比較して、大きい数値を
平成１９年度の必要入所見込数とする、としてい
る。その場合の利用率は、特養９８．６％、老健
９２．７％として、算定する。
また、介護療養型医療施設の必要入所定員総数

必要病床数
（現行）

既存病床数
①

基準病床数（原案）

基準病床数
②

増減率
（％）

既存病床数
との差
①－②H１０．４ H１４．１０．１

精 神 病 床 ２１，１１０ ２１，１０６ ２１，２０９ ０．５ △１０３

結 核 病 床 ７６６ ８４０ ５５０ △２８．２ ２９０

感染症病床 － ９６ ９６ － ０

必要病床数
（現行）

既存病床数
①

基準病床数（原案）

基準病床数
②

増減率
（％）

既存病床数
との差
①－②H１０．４ H１４．１０．１

南 渡 島 ６，５０４ ６，４２３ ５，５７８ △１４．２ ８４５
南 檜 山 ４６４ ５３５ ４５６ △１．７ ７９
北渡島檜山 ７０４ ７２３ ６４１ △８．９ ８２
札 幌 ２９，０８４ ３５，２０２ ２６，０８９ △１０．３ ９，１１３
後 志 ３，５９７ ３，９５６ ３，１９３ △１１．２ ７６３
南 空 知 ２，８９７ ２，８９７ ２，４４３ △１５．７ ４５４
中 空 知 ２，３５８ ２，３９７ １，８１９ △２２．９ ５７８
北 空 知 ８５１ ９０６ ６２０ △２７．１ ２８６
西 胆 振 ４，２０５ ４，０８３ ３，３７０ △１９．９ ７１３
東 胆 振 ２，５３４ ２，５９６ ２，１１０ △１６．７ ４８６
日 高 ９１０ ９８５ ９４１ ３．４ ４４
上 川 中 部 ６，８４６ ６，８６９ ５，７６７ △１５．８ １，１０２
上 川 北 部 １，１２２ １，０８５ ９８７ △１２．０ ９８
富 良 野 ５３０ ６０１ ５４２ ２．３ ５９
留 萌 ７８０ ７４０ ７９３ １．７ △５３
宗 谷 ８８０ ８５８ ８６３ △１．９ △５
北 網 ３，２８３ ３，３３９ ３，０７６ △６．３ ２６３
遠 紋 １，２３２ １，５７３ １，０４０ △１５．６ ５３３
十 勝 ４，７５２ ４，７５２ ４，２０４ △１１．５ ５４８
釧 路 ３，７９１ ３，７７５ ３，２８２ △１３．４ ４９３
根 室 ８２２ ８１５ ８０９ △１．６ ６

一般病床計 ７８，１４６ ８５，１１０ ６８，６２３ △１２．２ １６，４８７

表１ 「北海道保健医療福祉計画」における基準病床数（原案）
１ 一般病床

２ 精神病床、結核病床、感染症病床
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については、平成１９年度利用者見込数（人）÷定
員に対する利用率（％）により算定する。その場
合の利用率は、９１．８％として算定する。ただし、
圏域によっては、必要な医療資源が確保できない
こともあり、その場合には、他の圏域の医療資源
を有効に活用する目的で、各圏域間で調整を行う
ことになっている。ただし、指定病床数を超えて
いる場合には、オーバーベッドとして取り扱うこ
とになっている。
以上のような考え方で、北海道の各圏域におけ

る必要入所定員総数が算定され、別表２―１、２―
２、２―３に示した通りである。ただし、介護療
養型医療施設については、上記の通りの理由によ
り札幌、中空知、西胆振、東胆振および釧路の圏
域で圏域間の調整を行っている。
５．おわりに

今後５年間の地域における医療供給体制は、介
護保険施設整備（３年間）も含めて激変は避ける
ことができ、一応量の確保はできた、といえよ
う。ところが、今後の課題は多々あることも確か
である。まず、医療および介護等の計画における

高齢者保健
福祉圏域

１４年度末
定員見込数

１６年度末
必要見込数
（現行計画）

１９年度末
必要見込数
（第２期計画）
最終

必要入所
定員総数

施設整備
見込数

南 渡 島 １，３１３ １，４４５．３ １，７０５ １，７２９ ４１６
南 檜 山 ３４５ ２９２．６ ３４９ ３５４ ９
北渡島檜山 ２８０ ２９８．８ ３４８ ３５３ ７３
札 幌 ４，２８４ ４，４８１．５ ５，１２９ ５，２０２ ９１８
後 志 １，０５６ １，０７２．４ １，１６９ １，１８６ １３０
南 空 知 ８０７ ８５３．２ ９３５ ９４８ １４１
中 空 知 ８６６ ６９１．３ ７９５ ８６６ ０
北 空 知 ３９０ ２６４．８ ３２０ ３９０ ０
西 胆 振 ７５０ ５８４．８ ８８１ ８９４ １４４
東 胆 振 ７３０ ６２９．８ ６７３ ７３０ ０
日 高 ４７６ ５０３．２ ５８３ ５９１ １１５
上 川 中 部 １，１４０ １，２９１．０ １，４５７ １，４７８ ３３８
上 川 北 部 ５６０ ５５３．１ ６０１ ６１０ ５０
富 良 野 ２３６ ２２２．５ ２６２ ２６６ ３０
留 萌 ４４０ ４０８．３ ４８４ ４９１ ５１
宗 谷 ５２８ ５２３．５ ５９１ ５９９ ７１
北 網 ８５０ ８５０．０ １，０９０ １，１０５ ２５５
遠 紋 ４５０ ４２１．９ ４６５ ４７２ ２２
十 勝 １，３７０ １，３７１．２ １，５５８ １，５８０ ２１０
釧 路 ７７０ ８６５．５ ９５４ ９６８ １９８
根 室 ２４０ ２５２．４ ２５６ ２６０ ２０
全 道 計 １７，８８１ １７，８７７．１ ２０，６０５ ２１，０７２ ３，１９１

高齢者保健
福祉圏域

１４年度末
定員見込数

１６年度末
必要見込数
（現行計画）

１９年度末
必要見込数
（第２期計画）
最終

必要入所
定員総数

施設整備
見込数

南 渡 島 １，０４６ １，０７５．４ １，２５７ １，３５６ ３１０
南 檜 山 ８０ ５２．８ １０６ １１４ ３４
北渡島檜山 １６４ １４５．０ ２００ ２１６ ５２
札 幌 ４，１９６ ３，７８８．８ ４，４３３ ４，７８２ ５８６
後 志 ７３６ ６７６．９ ９２３ ９９６ ２６０
南 空 知 ６３６ ６４０．８ ７６９ ８３０ １９４
中 空 知 ４１７ ４１６．４ ４６９ ５０６ ８９
北 空 知 １７０ １０６．９ １４７ １７０ ０
西 胆 振 ５７８ ５３８．８ ６１６ ６６５ ８７
東 胆 振 ４３８ ４３７．４ ４８３ ５２１ ８３
日 高 １７５ ２０８．０ ２２３ ２４１ ６６
上 川 中 部 ９６２ １，０４１．６ １，２０４ １，２９９ ３３７
上 川 北 部 ２２０ １９３．２ ２４５ ２６４ ４４
富 良 野 １００ ９３．０ １１５ １２４ ２４
留 萌 １００ １０５．５ １３０ １４０ ４０
宗 谷 １９０ １７５．９ ２２３ ２４１ ５１
北 網 ６１９ ５５０．２ ６４６ ６９７ ７８
遠 紋 ２００ １６２．６ ２２４ ２４２ ４２
十 勝 ７３０ ７９４．９ １，０４９ １，１３２ ４０２
釧 路 ５４５ ４８７．６ ５７３ ６１８ ７３
根 室 １２０ １１４．４ １４８ １６０ ４０
全 道 計 １２，４２２ １１，８０６．１ １４，１８３ １５，３１４ ２，８９２

高齢者保健
福祉圏域

H１４．１２．１
定員見込数

１６年度末
必要見込数
（現行計画）

１９年度末
必要見込数
（第２期計画）
最終

圏域間
調整数

圏域間
調整後

指定申請
可能数

南 渡 島 ９２２ ８３８．４ ９２３ １，００５ ８３
南 檜 山 １４ ３９．９ ５５ ６０ ４６
北渡島檜山 １３４ １２２．１ １６４ １７９ ４５
札 幌 ５，３４５ ４，８７３．９ ４，６３９ ８８ ５，１４１ △２０４
後 志 ９０３ ８８４．８ １，２７８ １，３９２ ４８９
南 空 知 ４０７ ５８６．９ ５９４ ６４７ ２４０
中 空 知 ３６６ ４２９．２ ３９０ ２ ４２７ ６１
北 空 知 ２２２ ２０４．７ １９５ ２１２ △１０
西 胆 振 ８１５ ７４１．２ ７５７ ９ ８３４ １９
東 胆 振 ４０９ ３８６．３ ４２３ １ ４６２ ５３
日 高 ７３ １８３．５ １５０ １６３ ９０
上 川 中 部 ９４５ ９７４．０ ９９９ １．０８８ １４３
上 川 北 部 ２０９ １９０．７ ２４０ ２６１ ５２
富 良 野 ６０ ７９．２ ８９ ９７ ３７
留 萌 ４１ １１７．４ １３４ １４６ １０５
宗 谷 ２２ １００．８ ８９ ９７ ７５
北 網 ４１９ ５４０．６ ４８１ ５２４ １０５
遠 紋 １６３ ２５７．７ １８５ ２０２ ３９
十 勝 ５９１ ６４７．５ ６１２ ６６７ ７６
釧 路 ４４８ ４２８．１ ４９１ ７ ５４２ ９４
根 室 １６９ １５８．７ １８３ １９９ ３０
全 道 計 １２，６７７ １２，７８５．６ １３，０７１ １０７ １４，３４５ １，６６８

表２―１ 第２期計画の必要入所定員総数（道案）
―介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）―

（単位：人）

表２―２ 第２期計画の必要入所定員総数（道案）
―介護老人保健施設―

表２―３ 第２期計画の必要入所定員総数（道案）
―指定介護療養型医療施設―

（単位：人） （単位：人）
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質はもとより、調和の問題が解決されているのか
といえば、不透明の部分も多い。
例えば、全国における介護保険の施設整備につ

いては、地域格差が大きく、西高東低となってお
り、全国の施設総数人口１０万対でいうと２．５７倍に
もなっており、さらに療養型医療施設に限定すれ
ば１７．１８倍もの格差が生じている。いわゆる、保
険あって、給付なしの状態も懸念されるところで
ある。
医療の基準病床数と介護保険における療養型医

療施設の必要入所数との関係についても同じこと
が言える。この度、でき得る限りの調整を行った
が、これで、すべて解決済みという訳ではない。
本年９月、病床区分の変更が行われる。その結
果、療養病床からはもとより、一般病床からも療
養型医療施設へ移行したい旨の意志表示があるこ
とも十分考えられるが、その対応については、い
まだ検討されていない。
各圏域における高齢化の要因は、それぞれ異な

っており、将来的にも予測の困難なところでもあ
る。次回あるいは次々回の計画策定においても、
常に軌道修正が必要なことは、いうまでもない。
現在、医療および介護サービスの量は、実際に必
要な量が確保されている訳ではなく、むしろ政策
的に決定されることが多い。サービスの質に至っ
ては、将来予測は難しいのは事実であるが、計画
策定時の政治かつ経済的都合によって大きく変わ
って行き、歪められた数値であることだけは確か
である。さらに、われわれ医療供給側の主張が、
いつまで、あるいは、どこまで通るかは、まった
く予測のできないところである。
医師会活動の理念は、いま医療・介護には「何

が、どれだけ、どのように必要か」を熟知し、常
に地域住民・患者の立場になって主張することが
必要である。そうすることによって、医師会は、
各界に対し、いつの時代にも変わらない影響力を
持ち続けることができると、確信して止まない。
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